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要　　　　旨

　大分県では，平成 13 年 3 月に全国初の温泉行政の指針として「大分県温泉管理基本計画」
を定め，「温泉資源の保護と適正利用の推進」を目標に各種施策に取り組んできたが，計画策
定から約 15 年が経過し，その間に小規模地熱発電の増加や禁忌症や適応症の改訂など温泉資
源及びその利用を巡る環境は大きく変化していた．そこで，温泉資源やその利用に関して新た
に生じている課題や社会経済情勢の変化等に適切に対応し，温泉を将来にわたって持続可能な
利用ができるよう保護し，魅力ある温泉利用を推進するため，平成 28 年 3 月に「おおいた温
泉基本計画」を策定・公表した．
　ここでは，計画策定の背景となった当時の大分県内における温泉利用・地熱開発を巡る状況
や温泉行政の諸課題とともに，「おおいた温泉基本計画」の概要について報告する．

　なお，「おおいた温泉基本計画」の詳細については，以下 HP をご覧下さい．
　https://www.pref.oita.jp/soshiki/13070/oitahotspringbasicplan.html

1．　は じ め に

　大分県は，別府や由布院など全国的に著名な温泉地を中心に豊富な温泉資源に恵まれ，「おんせ
ん県おおいた」として日本一の源泉数と湧出量を誇る（環境省，2018a）．また，温泉熱を活用した
施設暖房や施設園芸，養殖漁業など多目的な利用も古くから行われるとともに，再生可能エネルギー
として注目を集める地熱発電による発電電力量は日本一である（資源エネルギー庁，2018）．
　その一方で，温泉は雨水を起源とする有限な資源であり，使用目的によらず過剰な温泉採取が行
われると温度の低下や湧出量の減少，泉質の変化など温泉資源の衰退化が生じる．明治以降に温泉
開発が急速に進展し，昭和 9 年には全国の約 4 割の源泉が集中した本県も例外ではなく，明治後期
には既に温泉の濫掘が懸念される状況に至り，明治 45 年には温泉資源の保護と温泉の適正な利用
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の確保を目的とする「大分県鉱泉取締規則」が制定されている（内務省衛生局，1935）．現在では，温
泉法に基づき，温泉資源の保護と適正利用を推進しており，温泉掘削許可にあたっては，過去の調
査研究を通じた科学的根拠に基づき制定された「大分県環境審議会温泉部会内規」の審議基準表 1
を適切に運用することを通じて，温泉資源の保護に努めている（大分県，2014）．

2．　「おんせん県おおいた」の温泉行政

　計画策定当時の温泉掘削に関する許可件数（平成 26 年度）は，新規掘削許可（代替掘削を含む）
71 件，増掘許可 9 件，動力装置許可 38 件であり，このうち新規掘削許可は全国 207 件の約 3 割を
占めている（環境省，2018b）．温泉掘削許可にあたっては温泉法に基づき合議制の機関による意
見を聴かなければならないが，諮問する大分県環境審議会温泉部会の開催回数は全国トップの年間
6 回となっている．
　また，温泉利用許可は浴用利用で 90 件，飲用利用で 5 件の新規許可を行っている．平成 26 年度
末時点での温泉利用許可施設数は浴用利用が 1,169 件，飲用利用が 147 件であり，「おんせん県お
おいた」として主要な温泉地を中心に浴用，飲用ともに県下各地で広く利用されている．

3．　「おおいた温泉基本計画」の概要

　「おおいた温泉基本計画」とは，源泉数・湧出量ともに日本一である「おんせん県おおいた」に
おける温泉行政の基本的方針を示した計画であり，「おおいた温泉基本計画策定委員会」及び「大
分県環境審議会温泉部会」での審議を経て，平成 28 年 3 月に策定・公表したものである．
　本計画は温泉資源，温泉利用及び温泉行政の現状と課題を踏まえ，この計画において目指すべき
基本目標を「有限な温泉資源を保護し，持続可能でかつ安全・安心な温泉利用を推進することで，

『おんせん県おおいた』の基盤を支える」とし，「温泉資源の保護」「安全・安心な温泉利用」など
6 つの分野ごとの施策目標を定めている（大分県，2016）．

4．　温泉行政を巡る諸課題と計画策定の背景

　「大分県温泉管理基本計画」を定めた平成 13 年以降，温泉行政を取り巻く環境は急速に変化した．

表 1　大分県環境審議会温泉部会内規審議基準（抜粋）
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「おおいた温泉基本計画」本文では，温泉偽装問題や温泉付随ガスに伴う爆発・中毒事故，医学的
見地に基づいた禁忌症や適応症の改訂，療養泉分類などを幅広く取り上げたが，ここでは特に近年
の問題の顕在化が著しい「地熱開発を契機とした温泉資源保護」と「特別保護地域における温泉資
源の経年変化」について述べる．
（1）　地熱開発を契機とした温泉資源保護
　平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災以降，太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギー導
入に向けた取組が推進され，中でも地熱発電は安定的な発電が見込まれることから高い注目を集め
ていた．本県においても「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」
に基づく「固定価格買取制度」が創設された平成 24 年 7 月以降は，地熱発電目的の温泉掘削許可
申請が急増した（図 1）．
　地熱発電を目的とした温泉掘削では，一般の浴用利用とは異なり，より高温高圧の蒸気の採取を
目指すため，従来の温泉掘削とは異なる規模の温泉掘削を計画することになる．そこで，再生可能
エネルギーの普及促進という社会的要請に応えるため，平成 26 年 10 月に温泉部会内規を改正し，
小規模な地熱開発に対する審議基準を明確化するとともに，一定規模を超える開発については，事
前調査や温泉モニタリング調査，地元説明等を行うよう義務付けるように改めた．
　一方で，急速な開発件数の増加は，地熱発電施設の設置により騒音や噴気による問題が生じるな
ど周辺の自然環境や生活環境に大きな影響を及ぼすことが課題となり，地熱資源が豊富な市町村で
は条例整備が進められた．
　この一連の地熱開発は，数十 kw～数百 kw の小規模な地熱発電を目的とすることが特徴である．
従来の地熱開発のように，広範な事業用地等が必要なくなったことから，地熱資源が有望とされる
地域に多数の開発業者が集中するような状況も生じており，今後は地熱開発の密集による相互影響
についても適切に把握していくことが求められている．
（2）　特別保護地域における温泉資源の経年変化
　温泉資源保護に関するもう一つの課題として，県内の温泉地の一部には，温泉資源の衰退化が懸
念される地域がある点が挙げられる．これらの地域は，特別保護地域や保護地域に指定することで
規制を強化し，温泉資源の保護を図るとともに，地域を代表する源泉 16 か所において実施するモ
ニタリング調査による資源監視を行ってきた．特に，特別保護地域では新規の温泉掘削を禁止する

図 1　地熱発電を目的とする温泉掘削許可申請件数（平成 13年度～26年度）
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とともに，代替掘削にあたっても埋設管口径や掘削深度の変更を認めないとして厳格に規制してい
る．
　しかしながら，モニタリング上は変化がない地域でも，泉源を従前と同じ深度で代替掘削を行っ
たものの，浴用等に用いる温度を確保できないため，やむを得ず掘削深度を増加させる地域が見ら
れるようになった．代替掘削による深度変化と温度の関係性を図 2 に示す．
　この原因としては，特別保護地域等に指定し新たな掘削等には規制をかけたものの，既に設置さ
れた源泉の密集性が解消されておらず，持続可能な利用量を上回っていることなどが本計画策定委
員会において指摘されている（大分県，2016）．規制地域の大半は古くからの温泉地であり，本県
の貴重な観光資源であることから，代替掘削についても適切に対応し，持続可能で適正規模の利用
となるよう取り組むことは重要である．また，このことは単一の泉源のモニタリングのみならず，
温泉資源の面的な広がりについてモニタリングすることの重要性も示唆している．

5．　温泉保護意識の醸成

　本計画は温泉を取り巻く諸課題に適切に対応するための行政指針ではあるが，その実行には事業
者や県民の協力を得ることが不可欠となる．そのためには，より多くの人々が，温泉を楽しみ，温
泉に関心をもち，温泉への理解を深めてもらうことが何よりも重要であることから，冒頭に計画の
概要をわかりやすく解説するイラスト（図 3）を用いることにした．
　また，温泉に関する様々な情報を「Topics」や「Coffee Break」として取り上げた．特に，「Coffee 
Break」には，県内の温泉研究者を中心に構成する「大分県温泉調査研究会」に蓄積された調査研
究を一般向けの温泉情報として取りまとめ，研究成果をわかりやすく発信することを通じて温泉へ
の関心を高めるよう試みた．

図 2　別府市南部特別保護地域での代替掘削による温度・深度変化（平成 13年度～26年度）
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6．　ま　と　め

　本計画は上記策定背景を踏まえ，温泉や地熱に関係する各分野の有識者で構成する「おおいた温
泉基本計画策定委員会」での議論を経て策定に至ったものである．なお，施策別の目標を達成する
ために取り組むべき施策の具体例については，本文を参照されたい（大分県，2016）．
　このように「おおいた温泉基本計画」は，新たに課題となっていた急激に増加する地熱開発や保
護地域の資源管理などに適切に対応し，将来にわたって持続可能に利用できるよう温泉資源を保護
し，より魅力ある温泉利用を推進することを目的に策定したものである．資源保護に関しては審査
基準の検証・見直しや保護施策の拡充が求められる一方，温泉の保護と利用のバランスを実現する
ためには，事業者や利用者など様々な関係者が科学的な根拠に基づき「温泉資源は有限である」と
いう共通認識を持つことが極めて大切である．
　それゆえに，「おおいた温泉基本計画」で定めた各分野の目標実現のために具体的な施策を着実
に進め，常によりよい解決策を模索していくことが，「日本一のおんせん県おおいた」の発展につ
ながるものと期待したい．
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